
九運技整第６３３号 

令和２年１２月２４日 

 

各運輸支局長 

各自動車検査登録事務所長 

 

九州運輸局            

自動車技術安全部長       

 

 

「規制改革実施計画」等に基づく関係自動車技術安全部長通達等の改正について 

 

国土交通省自動車局において、「規制改革実施計画（令和２年7 月17 日閣議決定）」

及び「経済財政運営と改革の基本方針2020（令和２年７月17 日閣議決定）」に基づき、

申請書等（国民・民間事業者等から国・独立行政法人等への申請等に係る書面をいう。以

下同じ。）に義務付けている押印の見直しを進めてきたところ、今般、自動車局関連の政

省令については、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改

正する政令（令和２年政令第363号）」及び「押印を求める手続の見直し等のための国土

交通省関係省令の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第98号）」により改正し、

自動車局長通達については、令和２年１２月２３日国自総第283号をもって、また、自動

車局整備課長通達については、令和２年１２月２３日国自整第251号をもって改正された

ことに伴い、別紙一覧の自動車技術安全部長通達による申請書等について、下記のとおり

署名又は押印を不要とすることとした。このため、令和３年１月１日以降はこの取扱いに

より実施されるとともに、事務処理上遺漏のないよう取り計らわれたい。 

なお、本件に関し、「別添」のとおり関係団体あて通知したので、念のため申し添え

る。 

 

記 

 
 １．別紙に掲げる自動車技術安全部長通達による申請書等については、署名又は押印を不

要とする。 
 
 ２．１．に掲げるもの以外の自動車技術安全部長通達及び自動車技術安全部各課長等から

発出された事務連絡等による申請書等についても、署名又は押印を不要とする。 

 

 

殿 



 ３．自動車整備事業者の申請・届出等の書類について （令和２年３月２５日付九運技整

第８７７号）に基づく、第１号様式（認証）、第２号様式（認証）、第５号様式（認証）、

第１号様式（指定）及び第４号様式（指定）における宣誓欄及び同意欄の押印について

は、不要とし、記載内容の一部修正を行う。 

 
４．本通達による改正前の通達に定める各様式による用紙は、当分の間、これを取り繕

って使用することができる。 

 
  



別 紙 

 

【自動車技術安全部長通達】 

〇自動車整備事業者の申請・届出等の書類について（令和２年３月２５日 九運技整第

８７７号） 

〇自動車検査員教習実施細目（平成１６年１０月４日 九運技整第３６１号） 

〇自動車整備関係表彰規程実施細目（昭和５５年９月１７日 福整部第２５６号） 

  



参 考 

 

【事務連絡等】 

 〇指定・認証の申請（届出）の際の留意事項について（令和２年３月２７日 事務連

絡） 

 〇自動車整備事業者の申請・届出等の書類の事務取扱について（令和２年４月１日 事

務連絡） 

〇電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習の事務取扱いについて（令和２年３月

２３日 事務連絡） 

〇自動車整備士技能検定申請書の様式について（平成２３年３月２４日 業務連絡第１

３号） 

〇自動車整備士技能検定の合格証明書等の事務取扱いについて（平成２９年７月６日 

事務連絡） 

〇整備管理者制度に関する事務取扱いについて（平成１９年８月２９日 事務連絡） 


